
五島市監査委員公表第１５号 

 

令和３年６月及び７月の例月財務監査の結果に基づく措置について、五島市長から別紙

のとおり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項

の規定により公表する。 

 

令和４年４月２７日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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４五総第２４５号   

令和４年４月２０日   

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市監査委員 荒 尾 正 登 様 

 

五島市長 野 口 市太郎      

 

令和３年度例月財務監査結果報告（令和３年６月及び７月会計伝票監査分） 

に係る措置について 

 

令和３年１０月２７日付け３五監第５２２号の例月財務監査の結果における指摘事項

について、次のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき通知いたします。 

記 

第１ 指摘事項 

(1) 不法行為による損害賠償金の遅延損害金について 

令和元年度の市町村森林情報活用促進事業において、産業振興部農林課（令和２

年３月３１日までは、農林水産部農林整備課）の職員（以下「本件職員」という。）

による備品購入代金の支払遅延及び自費による立替払が行われ、当該事業の補助金

の実績報告において、支出処理をしていないにもかかわらず、事業が完了している

旨の虚偽の報告が行われたことにより、長崎県から交付を受けた補助金４７，９６

０円の返還が発生した。 

市長は、本件職員に不法行為による損害賠償金を請求し、本件職員は、当該損害

賠償金を納付したのであるが、損害賠償金には遅延損害金が付されていない。 

本件の経緯は、次のとおりである。 

令和２年 

２月 ４日 令和元年度の市町村森林情報活用促進事業における備品が業

者から市に納入された。 

２月２８日 備品の納入業者から市に請求書が提出された。 

３月３０日 農林水産部農林整備課が、長崎県に虚偽の補助金実績報告書

及び補助金交付請求書を提出した。 

４月１０日 長崎県から市に補助金４７，９６０円が交付された。 

５月２８日 本件職員が、備品購入代金を自費により納入業者に立替払を

行った。 

１０月２８日 市が、長崎県に補助金４７，９６０円を返還した。 
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１２月１６日 市長から監査委員に対し、本件職員について地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４３条の２の２第３項の規定に基

づく職員の損害賠償責任に関する監査請求が行われた。 

令和３年 

４月 ９日 市長が、五島市賠償責任職員の指定等に関する規則（平成１

６年五島市規則第４５号）第２条第５号中「監督又は検査を行

う職員を直接補助する職員」において、「直接補助する職員」の

範囲が明確に規定されていないため、本件職員は監査請求の対

象とならないものと判断を改めたとして監査請求を取り下げた。 

６月２８日 市長が、民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条の規定

に基づき、本件職員に対し損害賠償金を４７，９６０円とし、

令和３年７月１２日を納期限とする納入通知書を発付した。 

なお、市長は、本件損害賠償金に付すべき遅延損害金を請求

していない。 

７月 ２日 本件職員が、市に損害賠償金４７，９６０円を納付した。 

本件についての市顧問弁護士の見解は、次のとおりである。ただし、〔 〕の部分

は、監査委員の見解である。 

ア 不法行為の損害賠償における遅延損害金の法的性質は、債務不履行による損

害賠償（民法第４１５条）である。 

イ 不法行為の損害賠償債務は金銭債務であるため、その損害は法定利率によっ

て定められる（民法第４１９条）。〔したがって、本件遅延損害金については、

民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）による改正前の民法第

４０４条の規定により、年利率５分の法定利率が適用される。〕 

ウ 遅延損害金は、債務の弁済が遅れたこと自体を理由として発生した損害であ

り、債務者は、履行遅滞が不可抗力によるものであっても遅延損害金の請求を

拒むことができない（民法第４１９条第３項）。 

エ 地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法２４０条、地方

自治法施行令１７１条から１７１条の７までの規定によれば、客観的に存在す

る債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、

地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解されてい

る（最高裁判所平成１６年４月２３日第二小法廷判決）。 

したがって、損害賠償請求権が履行遅滞に陥っている場合、原則として遅延

損害金の請求をしなければならない。 

オ 裁判実務上、不法行為による損害は不法行為時に発生したと通常みなされる。

したがって、本件職員による不法行為（虚偽の実績報告書の提出）は令和２年

３月３０日に行われており、同日から遅延損害金が発生すると解される。 
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カ 市が調査や監査請求の結果が出るまで請求を留保していたことなどに鑑みれ

ば、調査・監査を経て市から損害賠償請求がされるまでの期間、市が損害賠償

債務の支払を事実上猶予していたと解する余地があることから、本件職員は弁

済の猶予を受けており、債務の履行遅滞は発生しないこととなる。 

これらのことから、本件損害賠償金に付すべき遅延損害金の額を計算すると次の

ようになる。 

ａ 遅延損害金を計算する期間を、虚偽の実績報告書が提出された日（令和２年

３月３０日）から起算して損害賠償金が納付された日（令和３年７月２日）ま

での間とした場合 ３，０２２円（47,960円×年利５％×460日/365日） 

ｂ 市顧問弁護士の見解カによる場合 ０円（遅延損害金は発生しない。） 

ｃ 市顧問弁護士の見解カの「調査・監査を経て市から損害賠償請求がされるま

での期間」の一部を「市が損害賠償債務の支払を事実上猶予していた」と解し、 

(a) 虚偽の実績報告書が提出された日から市長が職員の損害賠償責任に関す

る監査請求を取り下げた日までの期間は、市長が地方自治法第２４３条の２

の２第３項の規定による監査委員の「賠償責任の有無及び賠償額の決定」に

基づき本件職員に賠償を命じ、又は市長が私法上の不法行為等による損害賠

償責任の有無及び賠償額の決定を行い本件職員に損害賠償を求めるために

必要な期間であり、その間は、損害賠償請求権が履行遅滞に陥っていると解

することができる。 

したがって、遅延損害金を計算する期間を、虚偽の実績報告書が提出され

た日（令和２年３月３０日）から起算して市長が職員の損害賠償責任に関す

る監査請求を取り下げた日（令和３年４月９日）までの間とした場合 ２，

４７０円（47,960円×年利５％×376日/365日） 

(b) あるいは、市長が監査委員に対し職員の損害賠償責任に関する監査請求

を行い、その後市長が、本件職員は監査請求の対象とならないものと判断を

改めたとして監査請求を取り下げるまでの期間は、無益なものであり、本件

職員は弁済の猶予を受けており、債務の履行遅滞は発生しないと解すること

もできる。 

したがって、遅延損害金を計算する期間を、虚偽の実績報告書が提出され

た日（令和２年３月３０日）から起算して市長が監査委員に対し職員の損害

賠償責任に関する監査請求を行った日（同年１２月１６日）の前日（同月１

５日）までの間とした場合 １，７１４円（47,960円×年利５％×261日/365

日） 

以上、本件遅延損害金について検討した結果、上記ｂの「市顧問弁護士の見解カ

による場合 ０円（遅延損害金は発生しない。）」については、上記事実及び市顧問

弁護士の見解のアからオまでを勘案すると、市が本件職員に損害賠償請求するまで
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の全ての期間について、損害賠償債務の支払を事実上猶予していたと解することは

できないから、債務の履行遅滞の全部が発生しないこととはならない。したがって、

ｂによることはできない。 

そうすると、本件損害賠償金に付すべき遅延損害金の額はａ若しくはｃ又は他の

方法により算定した額になるのであるが、ａは債務の履行遅滞の全部が発生してお

り、ｃは債務の履行遅滞の一部が発生している場合であり、これらは、地方自治法

による私法上の債権管理上、市が本件損害賠償債務の支払を事実上猶予していたと

解する余地があるのか、あるとすれば虚偽の実績報告書が提出された日から市長が

本件職員に損害賠償を請求するために必要な（合理的な）期間（損害賠償請求権が

履行遅滞に陥っている期間）をどのように捉えるべきかに帰することとなる。 

いずれにしても、市長は、本件職員に遅延損害金を請求すべきであると解するか

ら、適正に措置されたい。 

  【講じた措置】 

[総務企画部総務課] 

本件職員に損害賠償金に係る遅延損害金３，０００円を請求し、令和４年１月４

日付で収入済となっております。 

損害賠償額 ４７，９６０円 

遅延損害金  ３，０００円 

遅延損害金計算期間 令和２年３月３０日から令和３年７月２日まで 460日間 

遅延損害金の計算式 47,960円×利息 5％×460日/365日（100円未満切捨） 

 

(2) 介護保険料の減免に係る事務処理について 

五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例等の一部を改正する条例（令和２年五

島市条例第４２号）第２条の規定による改正前の五島市介護保険条例（平成１６年

五島市条例第１３６号。以下「改正前の条例」という。）附則第７項及び五島市介護

保険条例施行規則の一部を改正する規則（令和２年五島市規則第４１号）による改

正前の五島市介護保険条例施行規則（平成１６年五島市規則第１１９号。以下「改

正前の規則」という。）附則第３項の規定による新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入の減少が見込まれる場合の令和元年度介護保険料の減免（以下「新型コロ

ナ減免」という。）について、次のような事務処理がなされている。 

令和２年 

   ６月１６日 申請者Ａ及び申請者Ｂから、令和元年度の介護保険料徴収猶

予・減免申請書が提出された。 

 福祉保健部長寿介護課（以下「長寿介護課」という。）は、改

正前の条例附則第７項及び改正前の規則附則第３項の規定に基

づき、令和元年度介護保険料の第８期分を１０分の１０の減免
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とする決裁を行った。 

   ６月２６日 長寿介護課は、申請者Ａに１２，６００円、申請者Ｂに９，

１００円の過誤納金の還付を行った。 

   ７月 １日 申請者Ｃから、令和元年度の介護保険料徴収猶予・減免申請

書が提出された。 

 長寿介護課は、改正前の条例附則第７項及び改正前の規則附

則第３項の規定に基づき、令和元年度介護保険料の第８期分を

１０分の１０の減免とする決裁を行った。 

   ７月１０日 長寿介護課は、申請者Ｃに１３，６００円の過誤納金の還付

を行った。 

令和３年 

  ６月中旬  長寿介護課が、新型コロナ減免による介護保険料の還付に係

る令和２年度長崎県介護保険災害等臨時特例補助金実績報告書

を作成する際に、介護保険料が納付されていないにもかかわら

ず過誤納金として還付したことが判明した。 

   ６月２３日 長寿介護課は、申請者Ａに１２，６００円、申請者Ｂに９，

１００円、申請者Ｃに１３，６００円の納入期限を同年７月６

日とする納入通知書を発付した。 

   ６月２５日 申請者Ｃから１３，６００円が返還された。 

   ７月 ６日 長寿介護課は、申請者Ａ及び申請者Ｂに電話で返還するよう

催告した。その後、同月９日から２３日の間に３回、電話で返

還するよう督促した。 

   ７月２６日 長寿介護課は、申請者Ａ及び申請者Ｂに納入期限を同年８月

５日とする督促状を発付した。その後、同月６日から３０日の

間に３回、電話で返還するよう催告した。 

   ９月１０日 申請者Ａから１２，６００円、申請者Ｂから９，１００円が

返還された。 

本件における未納付金還付の原因は、申請者から令和元年度の介護保険料徴収猶

予・減免申請書が提出されたことをもって、介護保険料が納付されていると思い違

いをしたことにある。また、還付の事務処理は、収納管理を行っているＮｅｗＴＲ

Ｙシステムで還付充当決議書（介護保険料が未納の場合は、還付充当決議書が出力

されない。）により納付状況を確認のうえ還付の決裁をすべきところ、本件において

は、還付充当決議書を出力することなく減免決定決議書を決裁したのみで納付状況

を確認していなかったことも、その原因の一つである。 

新型コロナ減免の事務処理については、介護保険料徴収猶予・減免申請書が提出

されたときは納付状況を確認し、更にＮｅｗＴＲＹシステムによる還付充当決議書
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を決裁のうえ納付状況の確認を徹底し、事務処理の方法を見直すなど適正な事務処

理に努められたい。 

なお、督促については、絶対的な時効更新の効力があり、時効更新の効力を生じ

るのは最初の督促だけである。督促は、法的に重要な意味を持つので、その証拠を

きちんと残しておく必要があり、地方自治法及び地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）上は口頭でも差し支えないが、原則として書面をもって行わなければ

ならないとされており、督促状を出す前に、電話による督促をすることは好ましく

ない。 

  【講じた措置】 

[福祉保健部長寿介護課] 

還付充当決議書を出力することにより、納付状況を確認し還付の決裁をしており

ます。 

また、督促については、書面による最初の督促状を出すまでは、電話等による

督促は行わない取扱いとしております。 

 

 (3) 旧水産等共同加工施設の貸付けについて 

三井楽支所は、普通財産である土地（三井楽町濱ノ畔８０６番１の一部。以下「本

件土地」という。）については使用者Ａ及び使用者Ｂと市有財産貸付契約を締結して

いるが、本件土地に建っている旧水産等共同加工施設（三井楽町濱ノ畔８０６番地

１。以下「本件施設」という。）については令和３年７月１日から使用者Ｂと市有財

産貸付契約を締結するまで、市有財産貸付契約が締結されていない。 

本件施設については、旧三井楽町水産等共同加工施設管理規則（昭和５０年三井

楽町規則第１３号）の第４条に「三井楽町八の川郷にその管理を委託するものとす

る。」と、第５条第８号に「管理委託契約の有効期間は、昭和６０年４月１日から昭

和７０年３月３１日までの１０年間とする。」と規定し、昭和６０年４月１日付けで

旧三井楽町長と八ノ川部落会長が、水産等共同加工施設管理委託契約を締結して「管

理委託契約の有効期限を、昭和６０年４月１日から昭和７０年３月３１日までの１

０年間とする。」と定めている。本件施設の公有財産台帳によると異動の年月日（公

有財産台帳作成日）が令和３年４月２３日、建築、増築、改築等年月日（建設年月

日）が昭和５０年４月１日となっているが、貸付けに関する記録はない。 

三井楽支所によると、本件土地及び本件施設の貸付け状況は、次の表のとおり使

用者Ａ及び使用者Ｂが本件施設が建てられた本件土地を使用しているが、使用者Ｂ

の本件施設の使用期間のほかに、本件施設は貸し付けられていない。 

その原因は、旧水産等共同加工施設の公有財産台帳が令和３年４月２３日まで作

成されておらず、このことから三井楽支所においては、本件施設が八ノ川町内会の

所有で市有財産であるとの認識がなかったことにある。 
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したがって、市が所有する土地に建っている施設については、市の財産であるか

確認のうえ、市の財産であることが判明した場合は、五島市有財産管理規則（平成

１６年五島市規則第４９号）第３７条に基づき速やかに公有財産台帳を整備すべき

である。 

さらに、使用者Ａ及び使用者Ｂは、本件施設が建っている本件土地を使用してい

るので、使用者Ｂの本件施設の使用期間のほかに本件施設を使用していた蓋然性が

高いことから、使用状況を調査したうえで、本件施設が市有財産貸付契約を締結す

ることなく使用されていた場合は、「法律上の原因なく」利得を受けたものであり、

民法第７０３条に基づく不当利得に当たるから、貸付料相当額について徴収された

い。なお、令和２年４月１日前に生じた債権の消滅時効の期間は、民法の一部を改

正する法律（平成２９年法律第４４号）による改正前の民法第１６７条の規定によ

り１０年であるので、精査のうえ、適正に措置されたい。 

また、公有財産の管理については、財産を取得したときは、必ず財産取得調書を

作成するなど五島市有財産管理規則及び公有財産使用許可・貸付事務処理手順（令

和３年３月２６日付け２五財第２７７０号財政課長通知。以下「貸付事務処理手順」

という。）に基づき、適正な事務処理に努められたい。 

 

所 在 等

使用 期間 H21.4.1～H31.3.31 R元.5.20～R4.3.31

使 用 者 Ａ Ｂ

使用 目的 水産物加工場用地 漁網管理用地

使用 面積 196.24㎡ 474.88㎡

H21　　　　17,673円 R元　　　　48,468円

H22　　　　26,510円 R2　　　　  55,995円

H23　　　　35,347円 R3　　　　  42,596円

H24～H26　 34,616円

H27～H30　 28,905円

所 在 等

使用 期間 S50.4.1～S60.3.31 S60.4.1～H7.3.31 R3.7.1～R4.3.31

使 用 者 八ノ川地区駐在員 八ノ川部落会長 Ｂ

使用 目的 水産等共同加工施設管理 水産等共同加工施設管理 漁網管理用倉庫

使用 面積 60.00㎡ 60.00㎡ 60.00㎡

使 用 料 無償 無償 10,421円

S50.4.1水産等共同加工施

設管理委託契約締結

S60.4.1から旧三井楽町水

産等共同加工施設管理規則

適用（管理委託契約の有効

期間S60.4.1～S70.3.31）

S60.4.1水産等共同加工施

設管理委託契約締結

旧水産等共同加工施設の土地及び建物の貸付状況一覧

備　　　考

三井楽町濱ノ畔８０６番１、宅地1,182.69㎡

使 用 料

土

地

建

物

三井楽町濱ノ畔８０６番地１、木造平屋建(倉庫(合金メッキ鋼板葺)）床面積60.00㎡、昭和50年4月1日建設

 

  【講じた措置】 

[三井楽支所] 

 旧水産等共同加工施設については、市の財産であることを確認したため、公有財
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産台帳を作成しております。また、旧水産等共同加工施設（倉庫）の貸付けにつ

いて使用者Ａ、使用者Ｂに聞き取りを行った結果、使用者Ｂについては倉庫を使

用していたことが判明したため、五島市公有財産使用料・貸付料算定表に基づ

き、令和元年５月から令和３年６月までの貸付料２９，３９６円を請求し、令和

３年１２月２１日付で収入済となっております。 

・使用者Ａ 

土地の貸付契約をしていた平成２１年から平成３１年まで倉庫を使用していな

い。 

・使用者Ｂ 

 土地の貸付契約をしていた令和元年５月から倉庫を使用していた。 

① R1.5.20～R2.3.31   12,027円 

② R2.4.1～R3.3.31    13,895円 

③ R3.4.1～R3.6.30     3,474円   

           合計 29,396円（R3.12.21収入済） 

※R3.7.1～R4.3.31 10,421円（R3.7.14収入済） 

 

(4) 岐宿支所２階の営利法人事業所の電気料金について 

岐宿支所は、岐宿支所庁舎２階を営利法人事業所（以下「本件事業所」という。）

に使用させており、当該施設の使用に伴う電気料金を本件事業所から毎月提出され

る岐宿支所施設利用状況報告書（以下「利用状況報告書」という。）により徴収して

いる。 

岐宿支所は、本件事業所が設置しているエアコン２台のうち休憩室に設置してい

るエアコン１台の電気料金を算入せず、執務室に設置しているエアコン１台につい

て、利用状況報告書に基づき、エアコンの月電気使用時間から１日当たりの使用時

間を算出した時間（小数点第２位以下を切り捨て）に１時間当たりの消費電力及び

利用日数を乗じて月電気使用量を算出し、岐宿支所庁舎の電気料金単価（庁舎全体

の月電気料÷庁舎全体の月電気使用量）を乗じて算出しているため、エアコンの電

気料金が実費額となっていない。 

その原因は、令和３年度から貸付事務処理手順に示された公有財産使用料・貸付

料算定表に基づき本件事業所が設置しているエアコン２台の電気料金を算出する際

に休憩室に設置しているエアコン１台分を漏らして算出したこと及び利用状況報告

書の様式が「使用時間（日平均）」であったため、本件事業所が当初、利用状況報告

書に月の使用時間を記載して報告していたものを、日平均の使用時間に訂正する際

に、１日当たりの使用時間を小数点第２位以下を切り捨てて訂正したことにある。 

また、岐宿支所が、本件事業所に、利用状況報告書に記載のエアコンの使用時間

を確認したところ、本件事業所は、令和３年４月分及び６月分から９月分までの積
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算を誤っていたことが判明した。 

これらを岐宿支所が確認した結果に基づき貸付事務処理手順により算出すると執

務室のエアコン１台分については９６，９６８円となるところ、１２０，９０４円

を納付させているから、過徴収額２３，９３６円が生じているが、休憩室に設置し

ているエアコン１台分の電気料金については、不足額が生じている。 

さらに、本件事業所が２４時間使用する冷蔵庫等の電気料金については、年間使

用電力の使用時間を２４時間として年間施設利用日数３６５日で算出すべきところ、

１２時間使用する蛍光灯等と同じく年間施設利用日数を開所日数である３５８日で

算出している。そこで令和３年４月分から９月分までを年間施設利用日数３６５日

で算出すると７９，３８６円となるところ、７９，５０５円を納付させているから、

過徴収額１１９円が生じている。よって、合計既徴収済額２００，４０９円は１７

６，３５４円が正当であり、過徴収額２４，０５５円が生じているので、休憩室に

設置しているエアコン１台分の電気料金を精査して過不足額を確定のうえ速やかに

措置されたい。 

使用電気料の徴収に当たっては、電気料金の算出に誤りがないよう、本件事業所

に利用状況報告書の内容を確認できるエアコンの使用時間明細の提出を求めたうえ

で、複数の職員による確認を行うなどチェック体制を強化し、実費徴収となるよう

貸付事務処理手順に基づき、適正な事務処理に努められたい。 

【講じた措置】 

[岐宿支所] 

本件事業所より、エアコンの使用時間が分かる「施設状況報告書」の提出を求め、

五島市貸付事務処理手順に基づき、ルーター、モデム及び冷蔵庫の電気料金につい

ては、年間使用電力の使用時間を２４時間として年間施設利用日数３６５日で算出

し、エアコン２台分の電気料金については、執務室及び休憩室の実使用時間で算出

しました。 

その結果、令和３年４月分から９月分までの既徴収済額２００，４０９円は１９

３，３８６円が正当となり、各月の過不足額について追加徴収及び還付の手続きを

行っております。 

・令和３年４月分 既徴収済額 21,783円 再算定 25,245円、追加徴収額 3,462円 

・令和３年５月分 既徴収済額 15,358円 再算定 15,845円、追加徴収額 487円 

・令和３年６月分 既徴収済額 40,823円 再算定 21,812円、還付額 19,011円 

・令和３年７月分 既徴収済額 39,746円 再算定 42,259円、追加徴収額 2,513円 

・令和３年８月分 既徴収済額 41,175円 再算定 43,582円、追加徴収額 2,407円 

・令和３年９月分 既徴収済額 41,524円 再算定 44,643円、追加徴収額 3,119円 

 合計既徴収済額 200,409円 再算定合計額 193,386円、過不足額△7,023円 
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 (5) 奈留総合体育館の行政財産使用料について 

奈留支所は、電気通信事業者が令和３年７月１６日から令和４年３月３１日まで

奈留総合体育館の敷地を使用する場合の行政財産使用料について、公有財産使用許

可申請書の使用目的の欄に「携帯電話基地局設置のため」と、使用面積等の欄に「４

㎡」と記載されていることから、その内容が「認定電気通信事業の用に供するため」

と判断して、五島市行政財産使用料条例（平成１６年五島市条例第８１号）第２条

第 1項ただし書の規定により、電気通信事業法施行令（昭和６０年政令第７５号）

別表第１第２項の表本柱の項宅地の欄に掲げる１，５００円の使用料を徴収してい

る。 

しかしながら、工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局（以下「無線

基地局」という。）の取扱いについては、「無線基地局の道路占用の取扱いについて」

（平成２６年３月２６日付け国道利第３２号国土交通省道路局長通知）によると、

無線基地局は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３６条第１項に規定する「電

柱、電線若しくは公衆電話所」には該当せず、いわゆる義務占用物件には当たらな

いとされ、その占用許可手続き等については、同法第３２条第１項第１号の「その

他これらに類する工作物」として取り扱うこととされている。 

したがって、本件使用料は、電気通信事業者が行政財産を無線基地局設置の目的

で使用するのであるから、五島市行政財産使用料条例第２条第 1項ただし書の規定

により、電気通信事業法施行令別表第１第２項の表その他の設備の項宅地の欄に掲

げる「使用面積１．７平方メートルまでごとに」「１，５００円」の規定により４，

５００円となるところ、１，５００円を納付させているから、不足額３，０００円

が生じているので、速やかに追加徴収されたい。なお、行政財産使用料の徴収につ

いては、法令に基づく適正な使用料の徴収に努められたい。 

【講じた措置】 

[奈留支所] 

電気通信事業法施行令別表第１第２項の表その他の設備の項宅地の欄を適用し、

不足分３，０００円を追加徴収しました。今後は、関係法令に基づき適正な使用

料徴収に努めます。 

 

２ 指導事項 

(1) 公用車の車検に係る見積書の徴取について 

公用車の車検の契約において、財務規則第８７条第１項ただし書の規定により、

１人の者の見積りによる随意契約の方法によって行っているにもかかわらず、見積

書を徴取することなく車検を受けている。 

総務企画部財政課は、当該見積書を徴取しない理由を、車検を実施してからでな

ければ正確な見積額を出してもらうことが難しいためと主張するが、財務規則第８
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７条第 1項は、「随意契約によろうとするときは、２人以上の者の見積書を徴さなけ

ればならない。」と規定し、同項ただし書において「１人の者の見積りをもって代え

ることができる」場合として、同項第１号に「１件の予定価格が１５万円（物件の

修繕については、２０万円）を超えない場合」を掲げているから、車検を受けると

きは見積書を徴取し、車検の実施中に見積額が変更になる場合はその都度、変更見

積書を徴取すべきである。 

また、支出負担行為兼支出命令書に「定期点検（車検）整備・見積書・納品書・

請求書」と題する書面を添付しているが、財務規則第５３条第１項は、支出命令権

者は支出負担行為兼支出命令書を作成し、請求書を添えて会計管理者等に送付しな

ければならないと規定するから、当該書面の題名中「・見積書・納品書・」の部分

を消すなどして請求書を提出するよう、請負人を指導すべきである。 

随意契約の締結に当たっては、地方自治法施行令、財務規則及び市の随意契約ガ

イドライン（平成２２年３月２５日付け２１五財第１５２１号財政課長通知）にの

っとり、適正な事務処理に努められたい。 

【講じた措置】 

[総務企画部財政課] 

今後は、事務処理の方法を改め、確実に見積書を徴取します。 

また、車検の請負業者には、明確な請求書を提出するよう指導します。 

 

 (2) 令和３年度固定資産税及び都市計画税の特例に係る事務処理について 

令和３年度固定資産税及び都市計画税について、地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）附則第６３条の新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及

び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例により、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用

家屋及び償却資産に対する令和３年度固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事

業収入の減少幅に応じ零又は２分の１にする特例（以下「新型コロナ特例」という。）

の申告が、償却資産申告書の添付ファイルで送信されていたにもかかわらず、市民

生活部税務課は、当該添付ファイルを確認しなかったため、新型コロナ特例の申告

の受付をすることなく納付書を発付したところ、当該申告をした税理士から問合せ

があったことにより受付漏れが判明した。これにより、新型コロナ特例申告の受付

漏れによる令和３年度固定資産税及び都市計画税の課税標準額を更正したものが９

件（うち、固定資産税のみが６件）、還付が３件（うち、固定資産税のみが２件）生

じている。 

その原因は、申告者から地方税における手続きにインターネットを利用して電子

的に行う地方税ポータルシステムのｅＬＴＡＸ(エルタックス)により新型コロナ特

例の申告がされていたが、本件は、本来申告すべき新型コロナ特例の申告で送信さ
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れておらず、償却資産の申告の添付ファイルにより申告されていたため、償却資産

申告書のみを出力し、添付ファイルを確認しなかったことにある。 

新型コロナ特例の申告の受付については、総務省自治税務局固定資産税課電子化

推進室の「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却

資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置における電子申請に

ついて」（令和２年１２月１１日付け事務連絡）にｅＬＴＡＸホームページを参考と

して掲載し、ｅＬＴＡＸホームページの「ｅＬＴＡＸを利用した新型コロナに係る

課税標準特例に関するＱ＆Ａ」（２０２０年１１月２０日）に「償却資産の通常の申

告に混入される書類や、事業用家屋と償却資産を１送信で添付された書類について

も受付いただくようお願いします。」とあり、また、地方税共同機構の「新型コロナ

に係る課税標準特例の申告の受付操作手順書」（令和３年１月１４日）に「償却資産

の電子申告時に、添付ファイルとして同時に送信されることが考えられますので、

電子申告時の添付ファイルとして送信された場合であっても、軽減申請があったも

のとみなして受付するようお願いいたします。」とあることから、その確認を徹底し、

適正な事務処理に努められたい。 

【講じた措置】 

[市民生活部税務課] 

税務課資産税班では、ｅＬＴＡＸを利用した業務について、複数人での二重チェ

ックを行い、その確認を徹底し、適正な事務処理に努めております。 


